
　　　村内出身者でUターンを希望している若者や、
　　村内に住んでいる若者がマイホームを取得する
　　ときに工事費等に対して助成を行います。

　　　 ①新築住宅等（住宅の新築　又は　中古住宅の購入（土地取得、改修含む））

　　※ 各種用件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

　       ②住宅増改築（工事費用５０万円以上）

　　※ 各種用件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

※下記①～③すべてに該当する人

①佐那河内村に定住している人

又は、定住しようとする人

②5年以上居住する意思がある人

③申請時の年齢が満５０歳以下の人

（夫婦の場合はどちらか一方で可）

補助金の種類・助成額等

申請方法等

予算等に限りがありますので、申請前にお電話等で、下記までお問い合わせください。

申請書、実績報告書については、佐那河内村ホームページにてダウンロードできます。

※必ず、工事着工前に所定の申請書類を提出してください。

その他、ご不明な点および詳細につきましては、下記までお問い合わせください。

＜提出先・お問い合わせ＞ 〒771-4195 名東郡佐那河内村下字中辺71-1

佐那河内村役場 企画政策課 宛

TEL 088-679-29７3 FAX 088-679-2125

助成額は・・・

最大 40０万

対象者

村に定住しよう

とする若者を

支援します！

助成額は・・・

最大 ２5０万


